
�愛媛県告示第１６６３号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２

年厚生省令第３８号）第２条に規定する公衆浴場入浴料金の価

格を次のように定め、平成１７年１０月１日から施行し、公衆浴

場入浴料金の価格（平成９年４月愛媛県告示第５８７号）は、

平成１７年９月３０日限り、廃止する。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６５号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１７年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市日振島３００７番３から同３００７番４までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から１２点までを順次直線で結んだ線並びに１２

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２１メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（宇和島市日振島２８７５番地先の堤防に設置された

金属鋲）は、北緯３３度０９分２１秒、東経１３２度１８分１７秒の

地点

１点は、基点から真北１６４度３１分０６秒５６．８９メートル

の地点

２点は、１点から真北８３度１９分０５秒６．５５メートルの地

点

３点は、２点から真北８９度３０分１１秒６．５８メートルの地

点

４点は、３点から真北９６度１６分２５秒６．３９メートルの地

点

５点は、４点から真北１００度４４分１８秒６．４３メートルの
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告 示

区 分

大人 中人 小人
�１２歳以上の�
�者をいう。�

�６歳以上１２�
�歳未満の者�
�をいう。 �

�６歳未満の�
�者をいう。�

価 格 ３３０円 １４０円 ６０円

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

エビスヤ薬局重信
店

東温市志津川１７１
セブンスター重信
店内

平成１７年
９月１日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市 東石井地区
北井門地区

平成１８年３月３１日まで
〃

地籍調査（概況調
査）
〃

大 洲 市
河辺町三嶋
河辺町北平
河辺町植松
河辺町山鳥坂

平成１８年３月３１日まで
〃
〃
〃

数値情報化
〃
〃
〃

四国中央市 新宮町新瀬川の
一部 平成１８年３月３１日まで数値情報化
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地点

６点は、５点から真北１０３度４５分０２秒１６．７７メートル

の地点

７点は、６点から真北１０３度２３分２３秒１６．３９メートル

の地点

８点は、７点から真北１１０度１２分０４秒３．３９メートルの

地点

９点は、８点から真北１１６度０１分１０秒３．３３メートルの

地点

１０点は、９点から真北１２５度１３分２５秒３．２８メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１３８度０９分２２秒２．７２メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１３９度５７分３５秒２．５６メートルの

地点

� 面積

４３９．６７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成５年５月２１日 愛媛県指令河第２１４号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月１３日

�������
�愛媛県告示第１６６７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市三浦東８１０番１から同８４１番４までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から２９点までを順次直線で結んだ線並びに２９

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８９

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた

区域

基点（宇和島市三浦東８３８番８地先に設置された金属

鋲）は、北緯３３度１１分０６秒、東経１３２度３０分３８秒の地点

１点は、基点から真北２２３度５３分２６秒４６．４６メートル

の地点

２点は、１点から真北２９度１２分５４秒９．７０メートルの地

点

３点は、２点から真北２９度１２分４９秒６．１０メートルの地

点

４点は、３点から真北２２９度１３分２４秒２．８２メートルの

地点

５点は、４点から真北２９度１３分０３秒８．９０メートルの地

点

６点は、５点から真北２９度１２分４４秒９．４７メートルの地

点

７点は、６点から真北２７度４１分２２秒２．４０メートルの地

点

８点は、７点から真北２９７度４２分５４秒１．５０メートルの

地点

９点は、８点から真北２７度４１分２１秒３．６０メートルの地

点

１０点は、９点から真北１１７度４２分５４秒１．５０メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２７度４４分２４秒４．０９メートルの地

点

１２点は、１１点から真北２４度４５分３１秒９．５８メートルの地

点

１３点は、１２点から真北２０度４２分３１秒１６．２３メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２９０度４３分１５秒１．５０メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１８度０８分１３秒３．４９メートルの地

点

１６点は、１５点から真北１０６度４３分１６秒１．５０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１６度４２分４６秒７．００メートルの地

点

１８点は、１７点から真北１３度２６分３９秒９．９３メートルの地

点

１９点は、１８点から真北１３度２６分５４秒１．２０メートルの地

点

２０点は、１９点から真北１３度２６分３３秒１．３３メートルの地

点

２１点は、２０点から真北１０１度３４分２３秒２．８２メートルの

地点

２２点は、２１点から真北９度４５分２４秒１３．５９メートルの

地点

２３点は、２２点から真北６度０９分２５秒２．１０メートルの地

点

２４点は、２３点から真北６度５８分００秒１７．８７メートルの

地点

２５点は、２４点から真北６度５８分０８秒１６．９０メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２７６度５８分５２秒１．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北６度５９分０４秒３．１０メートルの地

点

２８点は、２７点から真北９６度５９分１９秒１．００メートルの地

点

２９点は、２８点から真北１１度２３分５８秒４．５６メートルの地

点

愛 媛 県 報平成１７年９月１３日 第１６９３号
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選挙管理委員会告示

� 面積

１，０１１．９１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成７年８月１６日 愛媛県指令河第５２４号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年９月１３日

�愛媛県選挙管理委員会告示第６６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１７年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６７号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３

号の規定に基づき、個人演説会等の施設として四国中央市選

挙管理委員会が指定したものは、次のとおりである。

平成１７年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６８号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３

号の規定に基づき、個人演説会等の施設として大洲市選挙管

理委員会が指定したもの及びすでに指定したもののうちその

名称の変更があったものは、次のとおりである。

平成１７年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 指定したもの

施設の名称 所在地 収容人員

大洲市長浜体育館 大洲市長浜甲４８９－１ ４００人

大洲市長浜ふれあい会館 大洲市長浜甲７２７－２ ３００人

大洲市立肱川風の博物館 大洲市肱川町予子林９９－
１ ２００人

２ 名称の変更があったもの

�愛媛県告示第１６６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜港線
新居浜市西の土居町乙１６５番１１から

同市西の土居町乙１６６番９まで
平成１７年９月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第７１０号

平成１７年８月３１日
西条市周布４２６番２

西条市壬生川１４８番地９
有限会社越智組
代表取締役 越 智 哲 雄

１７松局建（開）第３２号

平成１７年８月３１日
東温市北方字田中甲３２０１番１

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４
号
パナホーム株式会社
代表取締役 田 尻 勝 彦

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

特別養護老人ホ
ームル・ソレイ
ユ

西条市丹原町今井４５７－１

老人短期入所施
設

短期入所生活介
護事業所ル・ソ
レイユ

西条市丹原町今井４５７－１

施 設 の 名 称 所 在 地 収容人員

四国中央市福祉会館 四国中央市三島宮川４－６－
５５ ５００人

愛 媛 県 報平成１７年９月１３日 第１６９３号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

変更前の名称 変更後の名称

河辺村立老人福祉センター 大洲市河辺老人福祉センター

河辺村地域活性化センター 大洲市河辺地域活性化センター

河辺村基幹集落センター 大洲市河辺基幹集落センター

農業構造改善センター 大洲市河辺農業構造改善センタ
ー

ふるさとの宿 大洲市河辺ふるさとの宿

平成１７年９月１３日 印刷
平成１７年９月１３日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９１８
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